
東京都26市の特別職報酬額順位（抑制後報酬額比較） 資料３

順位 月額（抑制後含む） 抑制前 市名 順位 月額 抑制前 市名 順位 月額 抑制前 市名

1 1,110,000 八 王 子 市 1 940,000 八 王 子 市 1 830,000 府 中 市

2 1,080,000 府 中 市 2 930,000 府 中 市 1 830,000 調 布 市

3 1,060,000 町 田 市 3 901,000 立 川 市 3 820,000 町 田 市

4 1,050,000 小 平 市 4 900,000 町 田 市 4 810,000 八 王 子 市

5 1,041,000 立 川 市 4 900,000 小 平 市 4 810,000 小 平 市

6 1,035,000 調 布 市 6 895,000 調 布 市 4 810,000 昭 島 市

7 1,030,000 武 蔵 野 市 7 880,000 青 梅 市 4 810,000 三 鷹 市

7 1,030,000 三 鷹 市 7 880,000 昭 島 市 4 810,000 武 蔵 野 市

9 1,010,000 青 梅 市 9 877,000 西 東 京 市 9 805,000 青 梅 市

10 1,000,000 昭 島 市 10 870,000 三 鷹 市 10 799,000 立 川 市

11 990,000 西 東 京 市 11 865,000 武 蔵 野 市 11 789,300 多 摩 市

11 990,000 日 野 市 12 845,000 日 野 市 12 785,000 日 野 市

13 963,000 （ 清 瀬 市 ） 13 840,000 東 久 留 米 市 13 778,000 西 東 京 市

14 960,000 東 久 留 米 市 14 830,800 多 摩 市 14 770,000 東 久 留 米 市

15 950,600 多 摩 市 15 829,000 （ 清 瀬 市 ） 15 761,000 （ 清 瀬 市 ）

16 943,000 東 村 山 市 16 801,000 東 村 山 市 16 740,000 東 村 山 市

17 900,000 国 分 寺 市 17 783,750 825,000 小 金 井 市 17 730,000 （ 稲 城 市 ）

18 898,000 狛 江 市 18 777,000 （ 稲 城 市 ） 18 726,750 765,000 小 金 井 市

19 897,000 （ 稲 城 市 ） 19 774,000 狛 江 市 19 721,000 狛 江 市

20 895,000 （ 東 大 和 市 ） 20 770,000 国 分 寺 市 20 720,000 750,000 （ 国 立 市 ）

21 868,500 965,000 小 金 井 市 21 766,000 （ 東 大 和 市 ） 21 710,000 国 分 寺 市

22 860,000 （ あ き る 野 市 ） 22 757,950 815,000 （ 国 立 市 ） 21 710,000 （ 東 大 和 市 ）

23 858,000 （ 福 生 市 ） 23 740,000 武 蔵 村 山 市 23 695,000 （ あ き る 野 市 ）

24 853,000 武 蔵 村 山 市 23 740,000 （ あ き る 野 市 ） 24 692,000 （ 福 生 市 ）

25 807,500 950,000 国 立 市 25 737,000 （ 福 生 市 ） 25 691,000 武 蔵 村 山 市

26 795,000 885,000 羽 村 市 26 690,000 765,000 羽 村 市 26 645,000 715,000 羽 村 市

26 市 平 均 956,715 26 市 平 均 26 市 平 均 827,673 26 市 平 均 26 市 平 均 761,463 26 市 平 均

25市平均 962,684 25 市 平 均 25市平均 830,462 25 市 平 均 25市平均 763,122 25 市 平 均

中央線平均 973,900 中央線沿線市平均 中央線平均 837,950 中央線沿線市平均 中央線平均 773,150 中央線沿線市平均

類 団 平 均 894,600 類 団 平 均 類 団 平 均 769,800 類 団 平 均 類 団 平 均 719,600 類 団 平 均

※括弧内の市は国立市と類似団体である。

知 事 1,456,000 東 京 都 副 知 事 1,189,000 東 京 都 教 育 長 1,107,000 東 京 都

※金額は、平成30年7月1日現在の数字

※小金井市：市長等の報酬抑制措置は、在任期間中継続（現在の任期は、平成２７年１２月１８日～平成３１年１２月１７日）　⇒　市長：10％減、副市長・教育長：5％減

※羽村市：市長、副市長、教育長の報酬抑制措置は、平成３０年７月１日～平成３１年３月３１日　⇒　市長：15％減、副市長：１０％減、教育長：１０％減

※国立市：市長、副市長、教育長の報酬抑制措置は、平成２７年７月１日～平成３１年４月３０日（現在の任期は、平成２８年１２月２５日～平成３２年１２月２４日）　

　⇒市長：15％減、副市長：7％減、教育長：4％減

※Ｈ30類似団体：福生市、東大和市、清瀬市、稲城市、あきる野市

平成30年7月1日現在

市長 副市長 教育長

※中央線沿線市：立川市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市


